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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右走行クローラ(2)を同一方向に同一速度で駆動する変速部材(25)と、
　左右走行クローラ(2)を逆方向に同一速度で駆動する操向部材(28)とを設けたクローラ
走行車において、
　変速部材(25)の走行クローラ(2)駆動出力を操向部材(28)に伝達入力させて操向部材(28
)を駆動するように構成し、
　主変速レバー(42)の前後進切換により、変速部材(25)の変速出力軸(31)の回転方向を正
逆転させて操向部材(28)の入力回転方向を正逆転させ、主変速レバー(42)の前後進操作に
よって操向ハンドル(19)の左右回転に対して操向部材(28)の左右旋回出力を逆とし、主変
速レバー(42)の前後進切換による操向ハンドル(19)の逆ハンドルを防止したことを特徴と
するクローラ走行車。
【請求項２】
　操向部材(28)の操向量の変更によって変速部材(25)の変速量を自動的に変化させるよう
に構成したことを特徴とする請求項１に記載のクローラ走行車。
【請求項３】
　操向ハンドル(19)及び変速レバー(42)の操作に基づき変速部材(25)及び操向部材(28)を
電気的に制御するコントローラ(62)を設けたことを特徴とする請求項１に記載のクローラ
走行車。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は左右一対の走行クローラを装設して移動するコンバインまたはトラクタまたは建
設車輌などのクローラ走行車に関する。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
従来、左右走行クローラを装設したコンバインなどにおいて、エンジン出力を変速伝達す
るミッションケースの左右走行出力を左右サイドクラッチを介して左右走行クローラに伝
達させ、左右サイドクラッチの継断操作により旋回内側の走行クローラの駆動を一時的に
中止させて旋回させる構造では、動力の継断によって大きな衝撃が生じ易く、スムーズな
旋回動作を容易に得られないと共に、略１８０度方向転換させるスピンターン動作で路面
を乱し易い不具合があり、旋回性能の向上を容易に図り得ない等の問題がある。
【０００３】
そこで、左右走行クローラを同一方向に同一速度で駆動する１組の油圧無段変速用油圧ポ
ンプと油圧モータによって形成する変速部材と、左右走行クローラを逆方向に同一速度で
駆動する１組の油圧無段変速用油圧ポンプと油圧モータによって形成する操向部材を設け
、動力を継断することなく左右走行クローラを旋回駆動し、前記サイドクラッチによる不
具合をなくす技術がある。しかし乍ら、前記変速部材を正転出力または逆転出力に切換え
て前後進切換操作したとき、前進時と後進時とで操向操作方向が逆になるから、前後進の
いずれも同一操向操作方向にするには、操向部材も同様に正転出力または逆転出力に切換
える必要があり、運転操作性の向上並びに走行クローラ駆動制御の簡略化などを容易に図
り得ない等の問題がある。また、変速部材の変速制御を行ったとき、操向部材の操向制御
によって決定される左右走行クローラの速度差が一定であると、旋回半径が変化するから
、旋回半径を一定に保つには、変速操作と略同時に操向操作を行う必要があり、操向操作
を行うことなく旋回半径を一定に保ち乍ら車速を変更できる四輪自動車の運転感覚を容易
に得られないと共に、走行クローラの走行抵抗及び横滑り抵抗などが大きく変化し易い圃
場など泥土路面作業で、乾湿状態などに対して走行クローラの旋回力を容易に選択し得な
い等の問題がある。また、操向部材の操向制御による旋回半径の大小に関係なく車速が一
定に保たれ、旋回半径が小さい操向操作を行うときに略同時に車速を減速する変速操作を
行う必要があると共に、変速部材の駆動力がないときでも操向部材の操向制御だけで左右
走行クローラが駆動される不具合があり、左右走行クローラの走行変速及び操向機能の向
上などを容易に図り得ない等の問題がある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　然るに、本発明は、左右走行クローラを同一方向に同一速度で駆動する変速部材と、左
右走行クローラを逆方向に同一速度で駆動する操向部材とを設けたクローラ走行車におい
て、変速部材の走行クローラ駆動出力を操向部材に伝達入力させて操向部材を駆動するよ
うに構成し、主変速レバーの前後進切換により、変速部材の変速出力軸の回転方向を正逆
転させて操向部材の入力回転方向を正逆転させ、主変速レバーの前後進操作によって操向
ハンドルの左右回転に対して操向部材の左右旋回出力を逆とし、主変速レバーの前後進切
換による操向ハンドルの逆ハンドルを防止したもので、変速部材の前後進切換操作によっ
て変速出力を正転（または逆転）させたときに操向部材も正転（または逆転）し、前後進
によって操向部材出力を反転させる制御を行うことなく、前後進のいずれも同一操向操作
方向を維持し得、運転操作性の向上並びに走行クローラ駆動制御の簡略化などを容易に図
り得るものである。
　また、四輪自動車と同様な運転感覚で操向及び変速の操作を行い得るものである。
【０００６】
また、車速を変更する変速操作によって操向部材の操向量を自動的に変化させるように構
成したもので、操向操作を行うことなく、旋回半径を略一定に保ち乍ら車速を変更し得、
四輪自動車のアクセルペダルに近似した走行クローラの変速操作と旋回動作を容易に行わ
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せ得、走行クローラの車速制御及び操向制御機能の向上並びに変速操作及び操向操作の簡
略化などを容易に図り得るものである。
【０００７】
また、操向ハンドル及び変速レバーの操作に基づき変速部材及び操向部材を電気的に制御
するコントローラを設けたもので、操向ハンドル操作または変速レバー操作に基づき、前
記変速部材と操向部材を制御し得、走行変速動作による車速制御並びに操向動作による旋
回制御の機能向上などを容易に図り得るものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳述する。図１はコンバインの全体側面図、図２
は同平面図であり、図中（１）は左右一対の走行クローラ（２）を装設するトラックフレ
ーム、（３）は前記トラックフレーム（１）に架設する機台、（４）はフィードチェン（
５）を左側に張架し扱胴（６）及び処理胴（７）を内蔵している脱穀部、（８）は刈刃（
９）及び穀稈搬送機構（１０）などを備える刈取部、（１１）は刈取フレーム（１２）を
介して刈取部（８）を昇降させる油圧シリンダ、（１３）は排藁チェン（１４）終端を臨
ませる排藁処理部、（１５）は脱穀部（４）からの穀粒を揚穀筒（１６）を介して搬入す
る穀物タンク、（１７）は前記タンク（１５）の穀粒を機外に搬出する排出オーガ、（１
８）は丸形操向ハンドル（１９）及び運転席（２０）などを備える運転台、（２１）は運
転席（２０）下方に設けるエンジンであり、連続的に穀稈を刈取って脱穀するように構成
している。
【０００９】
さらに、図３に示す如く、前記走行クローラ（２）を駆動するミッションケース（２２）
は、１対の第１油圧ポンプ（２３）及び第１油圧モータ（２４）を備えて走行主変速用の
油圧式無段変速機構を形成する変速部材（２５）と、１対の第２油圧ポンプ（２６）及び
第２油圧モータ（２７）を備えて旋回用の油圧式無段変速機構を形成する操向部材（２８
）とを備え、前記エンジン（２１）の出力軸に第１油圧ポンプ（２３）の入力軸を伝達ベ
ルト（２９）によって連結させ、前記第１油圧ポンプ（２３）をエンジン（２１）によっ
て駆動すると共に、第２油圧ポンプ（２６）に伝達ベルト（３０）を介して第１油圧モー
タ（２４）の変速出力軸（３１）を連結させている。
【００１０】
また、前記第１油圧モータ（２４）の変速出力軸（３１）に、副変速機構（３２）及び差
動機構（３３）を介して左右走行クローラ（２）の各駆動輪（３４）を連動連結させると
共に、前記差動機構（３３）は左右対称の１対の遊星ギヤ機構（３５）（３５）を有し、
各遊星ギヤ機構（３５）のキャリヤ軸を延設して車軸（３６）を形成して走行クローラ（
２）の駆動輪（３４）を軸支させるもので、走行用の油圧式無段変速部材（２５）は、第
１油圧ポンプ（２３）の回転斜板の角度変更調節により第１油圧モータ（２４）の正逆回
転と回転数の制御を行い、左右走行クローラ（２）を同一方向に同一速度で駆動するよう
に構成している。なお、（３７）はＰＴＯ出力プーリ、（３８）は駐車ブレーキである。
【００１１】
さらに、旋回用の油圧式無段変速機構で形成する操向部材（２８）は、第２油圧ポンプ（
２６）の回転斜板の角度変更調節により第２油圧モータ（２７）の正逆回転と回転数の制
御を行うと共に、操向ブレーキ（３９）と、操向クラッチ（４０）と、左右走行クローラ
（２）逆転用の操向ギヤ（４１）を設け、第２油圧モータ（２７）を正転（逆転）時、左
右同一回転数で、左側の遊星ギヤ構造（３５）に逆転（正転）入力し、かつ右側の遊星ギ
ヤ構造（３５）に正転（逆転）入力させるもので、旋回用の第２油圧モータ（２７）を停
止させた状態で、走行用の第１油圧モータ（２４）を駆動すると、第１油圧モータ（２４
）の回転出力によって左右遊星ギヤ機構（３５）を介して左右の走行クローラ（２）が左
右同一回転方向で同一回転数によって駆動され、機体の前後方向直進走行が行われる一方
、走行用の第１油圧モータ（２４）を停止させた状態で、旋回用の第２油圧モータ（２７
）を正逆回転駆動すると、左側の遊星ギヤ機構（３５）が正或いは逆回転、また右側の遊
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星ギヤ機構（３５）が逆或いは正回転し、左右走行クローラ（２）を逆方向に駆動し、機
体を左或いは右に旋回させる。また、走行用の第１油圧モータ（２４）を駆動させながら
、旋回用の第２油圧モータ（２７）を駆動することにより、機体が左右に旋回して進路が
修正されるもので、機体の旋回半径は第２油圧モータ（２７）の出力回転数によって決定
される。
【００１２】
なお、運転台（１８）のサイドコラム下方にミッションケース（２２）を配設させ、主変
速レバー（４２）、副変速レバー（４Ａ）、刈取クラッチレバー（４Ｂ）、脱穀クラッチ
レバー（４Ｃ）を上方に取付ける。
【００１３】
さらに、図３、図４に示す如く、主変速レバー（４２）手動操作によって作動させる電動
変速モータ（４３）と、前記出力軸（３１）を制動する変速ブレーキ（４４）を操作する
変速ブレーキシリンダ（４５）を設ける。そして、前記主変速レバー（４２）を操作して
変速モータ（４３）を作動させて第１油圧ポンプ（２３）の斜板（４６）角度を変更させ
、第１油圧モータ（２４）の出力軸（３１）の回転数を無段階に変化させる変速動作と、
第１油圧モータ（２４）の出力軸（３１）を逆転させる前後進切換動作を行わせると共に
、前記主変速レバー（４２）の中立操作によって変速ブレーキシリンダ（４５）を作動さ
せて第１油圧モータ（２４）の出力軸（３１）を制動し、中立操作時の出力軸（３１）の
前後進回転を阻止するように構成している。
【００１４】
さらに、前記操向ハンドル（１９）手動操作によって作動させる電動操向モータ（４７）
と、操向ハンドル（１９）の直進操作並びに副変速機構（３２）中立切換によって作動さ
せる直進バルブ（４８）と、該バルブ（４８）に接続させる操向ブレーキシリンダ（４９
）及びクラッチシリンダ（５０）を設ける。そして、前記操向ハンドル（１９）を操作し
て操向モータ（４７）を作動させて第２油圧ポンプ（２６）の斜板（５１）角度を変更さ
せ、第２油圧モータ（２７）の操向出力軸（５２）の回転数を無段階に変化させたり、逆
転させる左右操向動作を行わせ、走行方向を左右に変更して圃場枕地で方向転換したり進
路を修正すると共に、前記操向ハンドル（１９）の直進操作並びに副変速機構（３２）の
中立操作によって直進バルブ（４８）が自動的に切換わり、操向ブレーキシリンダ（４９
）を作動させて第２油圧モータ（２７）の操向出力軸（５２）を制動し、直進操作時の操
向出力軸（５２）の左右操向回転を阻止する一方、クラッチシリンダ（５０）を作動させ
て操向クラッチ（４０）を切動作させ、操向ギヤ（４１）に伝える操向駆動出力を中止さ
せるように構成している。
【００１５】
さらに、図４に示す如く、前記主変速レバー（４２）の変速操作位置及び中立位置及び前
後進切換動作を検出するポテンショメータ型主変速センサ（５３）と、前記副変速機構（
３２）を切換える副変速レバー（４Ａ）の変速操作位置及び中立位置を検出するポテンシ
ョメータ型副変速センサ（５４）と、操向ハンドル（１９）の左右操向操作位置及び直進
位置を検出するポテンショメータ型操向角度センサ（５５）と、作業者が切換える撮形手
元操作部材（５６）の操作によって操向ハンドル（１９）の切れ角（操向量）に対する車
速の増減速量（第１油圧モータ（２４）の変速出力比）を変更させるボリューム形減速感
度設定器（５７）と、作業者が切換える撮形手元操作部材（５８）の操作によって主変速
レバー（４２）の変速量（第１油圧モータ（２４）の変速出力）に対する第２油圧モータ
（２７）の操向出力（左右走行クローラ（２）の速度比）を変更させるボリューム形旋回
感度設定器（５９）と、前記左右車軸（３６）の回転数を検出する左右車速センサ（６０
）（６１）を、マイクロコンピュータで形成する変速操向コントローラ（６２）に入力接
続させる。このように、操向ハンドル（１９）及び主変速レバー（４２）の操作に基づき
変速部材（２５）及び操向部材（２８）を電気的に制御する変速操向コントローラ（６２
）を設け、操向ハンドル（１９）操作または主変速レバー（４２）操作に基づき、前記変
速部材（２５）と操向部材（２８）を制御し、走行変速動作による車速制御並びに操向動
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作による旋回制御の機能向上などを図る。
【００１６】
さらに、前記変速モータ（４３）を正転または逆転させる増速及び減速回路（６３）（６
４）を前記コントローラ（６２）に接続させ、主変速レバー（４２）操作量（操作角度）
に対して変速モータ（４３）による第１油圧ポンプ（２３）の斜板（４６）角を略正比例
させて変化させ、主変速レバー（４２）の傾き操作に応じた車速を得ると共に、前記変速
ブレーキシリンダ（４５）を作動させる主変速回路（６５）を前記コントローラ（６２）
に接続させ、主変速レバー（４２）中立時に第１油圧モータ（２４）の出力軸（３１）を
停止維持させ、主変速レバー（４２）中立操作状態下での第１油圧モータ（２４）による
走行クローラ（２）の駆動を阻止している。
【００１７】
さらに、前記操向モータ（４７）を正転または逆転させる左右旋回回路（６６）（６７）
を前記コントローラ（６２）に接続させ、操向ハンドル（１９）の操向操作量（左右回転
角度）に対して操向モータ（４７）による第２油圧ポンプ（２６）の斜板（５１）を略正
比例させて変化させる。また、主変速レバー（４２）が中立のときは、第２油圧ポンプ（
２６）の斜板（５１）角を零に保ち、第２油圧モータ（２７）の出力軸（５２）を停止維
持し、主変速中立状態下でのハンドル（１９）操作による旋回動作を阻止すると共に、操
向ハンドル（１９）切れ角に応じて大きくなる第２油圧ポンプ（２６）の斜板（５１）角
の絶対値を主変速レバー（４２）操作角度の絶対値と比例するように制御し、操向ハンド
ル（１９）切れ角が一定のときに車速を変化させても旋回半径を一定に保ち、四輪自動車
と同じ操向動作で旋回させる。また、直進バルブ（４８）を切換えて操向ブレーキシリン
ダ（４９）及びクラッチシリンダ（５０）を作動させる直進回路（６８）を前記コントロ
ーラ（６２）に接続させ、副変速中立またはハンドル（１９）直進によって出力軸（５２
）を自動的に停止させ、操向出力を中止させる。
【００１８】
さらに、図３、図４に示す如く、無段変速プーリ（６９）（７０）及び無段変速ベルト（
７１）を備える操向部材（２８）用の駆動機構（７２）を設け、前記変速部材（２５）変
速の出力軸（３１）に前記駆動機構（７２）を介して操向伝動軸（７３）を連結させ、操
向伝動軸（７３）にベルト（３０）を介して第２油圧ポンプ（２６）の入力軸を連結させ
ると共に、変速入力軸（３１）の回転数を検出するピックアップ型変速出力センサ（７４
）と、前記駆動機構（７２）を変速制御する電動操向入力モータ（７５）を、変速操向コ
ントローラ（６２）に接続させるもので、主変速レバー（４２）の中立操作によって停止
しているときを除き、変速入力軸（３１）の回転数に反比例させて駆動機構（７２）の変
速回転数を変化させるように、変速出力センサ（７４）の検出結果に基づき操向入力モー
タ（７５）を作動させ、主変速レバー（４２）変速操作に関係なく操向伝動軸（７３）を
略等速で回転させ、第２油圧ポンプ（２６）を高効率で回転させ、操向モータ（４７）の
斜板（５１）角変更によって行う操向出力軸（５２）の回転数が変速出力軸（３１）の回
転変化によって変化するのを阻止している。
【００１９】
上記から明らかなように、左右走行クローラ（２）を同一方向に同一速度で駆動する変速
部材（２５）と、左右走行クローラ（２）を逆方向に同一速度で駆動する操向部材（２８
）を設けるクローラ走行車において、変速部材（２５）の走行クローラ（２）駆動出力を
操向部材（２８）に伝達入力させて操向部材（２８）を駆動させ、変速部材（２５）の前
後進切換操作によって変速出力を正転（または逆転）させたときに操向部材（２８）も正
転（または逆転）し、前後進によって操向部材（２８）出力を反転させる制御を行うこと
なく、前後進のいずれも同一操向操作方向を維持し、運転操作性の向上並びに走行クロー
ラ（２）駆動制御の簡略化などを図るもので、主変速レバー（４２）の前後進切換により
、変速出力軸（３１）を正逆転させることによって操向部材（２８）入力も正逆転し、主
変速レバー（４２）の前後進操作によって操向ハンドル（１９）の左右回転に対して操向
部材（２８）の左右旋回出力が逆になり、前後進切換によって逆ハンドルになるのを防止
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し、四輪自動車と同じ操向動作を行わせて前後進させる。
【００２０】
さらに、図５は操向ハンドル（１９）の切れ角（最大１３５度）と、操向角度センサ（５
５）からの操向モータ（４７）制御出力である操向入力操作量（実線）並びに変速モータ
（４３）制御出力である変速入力操作量（二点鎖線）との関係を示す。主変速レバー（４
２）を前進（後進）方向に傾ける操作により、変速モータ（４３）を作動させて変速部材
（２５）を出力制御し、前進（後進）変速が行われて前進（後進）移動する。このように
、主変速レバー（４２）を操作している状態で、操向ハンドル（１９）を左（右）側に回
転させて左（右）旋回操作を行うことにより、変速モータ（４３）を制御する変速入力操
作量が二点鎖線で示す二次曲線形に変化すると共に、前記変速入力操作量に対して９０度
の位相差で直進位置を起点に操向モータ（４７）を制御する操向入力操作量が実線で示す
二次曲線形に変化するもので、立上りが緩傾斜の二次曲線となる変速入力操作量によって
操向ハンドル（１９）操向角度に比例して変速部材（２５）が減速制御されると共に、立
上りが急傾斜の二次曲線となる操向入力操作量によって操向ハンドル（１９）操向角度に
比例して操向部材（２８）が増速制御される。
【００２１】
また、図６は、主変速レバー（４２）の前（後）進操作量が最大のとき並びに２分の１の
とき並びに４分の１のときの操向ハンドル（１９）の操作により、操向部材（２８）が増
速制御される操向モータ（４７）の出力変位量を操向増速操作量として表わしたもので、
操向ハンドル（１９）の回転と操向操作出力との関係を示している。前記操向モータ（４
７）の出力変位量である操向増速操作量は、操向ハンドル（１９）の角度変化に対し、略
直線的な比例変化よりも大きく設定され、操向部材（２８）の出力を大きくして油圧動力
伝達損失を補い、操向部材（２８）の実際の出力が設定適正範囲（効率１００パーセント
出力状態）になるように構成している。
【００２２】
また、図７は、主変速レバー（４２）の前（後）進操作量が最大のとき並びに２分の１の
とき並びに４分の１のときの操向ハンドル（１９）の回転と、操向部材（２８）の油圧モ
ータ（２７）の旋回出力回転数との関係を示すもので、主変速レバー（４２）の操作（車
速の変更）に対して操向ハンドル（１９）操作量が一定のときに操向部材（２８）の旋回
出力回転数を比例して変化させるから、図８のように、旋回内側走行クローラ（２）の速
度（Ｖ１）と旋回外側走行クローラ（２）の速度（Ｖ２）との比が、操向ハンドル（１９
）回転角度が一定のとき、主変速レバー（４２）操作によって車速が変更されても一定に
保たれ、主変速レバー（４２）の車速変更に対して旋回半径（Ｒ）が一定に保たれる。即
ち、図３のように、変速部材（２５）の回転出力を左右遊星ギヤ機構（３５）を介して左
右走行クローラ（２）に伝えて左右走行クローラ（２）を同一方向に同一速度で駆動する
と共に、操向部材（２８）の回転出力を操向ギヤ（４１）によって左右逆転させて左右遊
星ギヤ機構（３５）に伝え、左右走行クローラ（２）を反対方向に同一速度で駆動する（
強制差動構造）場合、主変速レバー（４２）操作によって変速部材（２５）の回転出力を
変化させて車速を変更したとき、仮りに操向部材（２８）の回転出力が一定に保たれてい
ると、車速の変更に対して左右走行クローラ（２）の速度差（Ｖ２－Ｖ１）が一定に保た
れることになり、車速の増速（減速）によって旋回半径（Ｒ）が拡大（縮少）され、操向
ハンドル（１９）の回転角度を一定に保っていても、車速の変更によって旋回半径（Ｒ）
が変化する。これに対し、図５乃至図７から明らかなように、操向ハンドル（１９）の回
転角度を一定に保っているとき、変速部材（２５）の回転出力を変化させて車速を変更す
る主変速レバー（４２）の操作により、操向部材（２８）の回転出力が比例して変化し、
左右走行クローラ（２）の旋回半径（Ｒ）が一定に保たれるもので、四輪自動車のアクセ
ルペダル及びハンドル操作と略同一操作感覚で主変速レバー（４２）の変速と操向ハンド
ル（１９）の操向の各操作を行える。
【００２３】
上記のように、変速具である主変速レバー（４２）操作によって変速部材（２５）を作動
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させて左右走行クローラ（２）の両方を同一方向に同一速度で駆動して増速または減速さ
せると共に、操向具である操向ハンドル（１９）操作によって操向部材（２８）を作動さ
せて左右走行クローラ（２）を逆方向に同一速度で駆動して駆動速度に差を生じさせるク
ローラ作業車において、旋回外側走行クローラ（２）の回転数と旋回内側走行クローラ（
２）の回転数の比を略一定に保ち乍ら左右走行クローラ（２）を変速制御する。そして、
操向ハンドル（１９）操作によって左または右方向に旋回しているとき、主変速レバー（
４２）操作によって左右走行クローラ（２）を増速または減速させて車速を変更しても旋
回半径が略一定に維持され、四輪自動車と略同様の運転感覚で操向及び変速の各操作を行
え、走行変更操作に伴う進路の修正などを不要にし、例えば作物列に沿わせる走行または
圃場枕地での次作業工程位置への方向転換などを容易に行える。
【００２４】
さらに、図９は、主変速レバー（４２）の前（後）進操作量が最大のとき並びに２分の１
のとき並びに４分の１のときの操向ハンドル（１９）の操作により、変速部材（２５）が
減速制御される変速モータ（４３）の出力変位量を変速減速操作量として表わしたもので
、操向ハンドル（１９）の回転と変速操作出力との関係を示している。前記変速モータ（
４３）の出力変位量である変速減速操作量は、操向ハンドル（１９）の角度変化に対し、
略直線的な比例変化よりも小さく設定され、変速部材（２８）の出力を大きくして油圧動
力伝達損失を補い、変速部材（２８）の実際の出力が設定適正範囲（効率１００パーセン
ト出力状態）になるように構成している。
【００２５】
また、図１０は、主変速レバー（４２）の前（後）進操作量が最大のとき並びに２分の１
のとき並びに４分の１のときの操向ハンドル（１９）の回転と、変速部材（２５）の油圧
モータ（２４）の変速出力回転数との関係を示すもので、主変速レバー（４２）の操作量
が一定のとき、操向ハンドル（１９）操向操作に対して変速部材（２５）の変速出力回転
数を比例して変化させるから、図１１に示す如く、副変速レバー（４３）が一定位置で副
変速が同一速度に保たれているとき、直進位置の操向ハンドル（１９）を左方向（右方向
）に約１５度回転させる刈取り進路修正範囲では、操向ハンドル（１９）の回転に対して
変速モータ（４３）が減速方向に微少動作し、変速部材（２５）が直進と略同一出力状態
に維持されると共に、操向部材（２８）の第２油圧ポンプ（２６）によって第２油圧モー
タ（２７）を正転（逆転）させる操向出力によって左方向（右方向）に旋回させ、未刈り
穀稈（作物）列の湾曲に合せる進路修正を行う。このとき、旋回内側の走行クローラ（２
）の減速量と、旋回外側の走行クローラ（２）の増速量が略等しくなり、機体中心速度が
直進と略同一速度に保たれる。また、操向ハンドル（１９）を直進位置から１５度以上回
転させると、操向ハンドル（１９）の回転に比例して変速モータ（４３）が減速方向に動
作し、変速部材（２５）が左旋回及び右旋回のいずれでも減速動作し、第１油圧ポンプ（
２３）及びモータ（２４）の走行変速出力を減速させ、左右走行クローラ（２）を同一方
向に回転駆動させて前進（または後進）させ、左右走行クローラ（２）の走行速度差によ
り左方向（右方向）に旋回するブレーキターン動作を行わせ、未刈り穀稈（作物）列から
外れたときに元の列に戻したり隣の列に移動させる進路修正を行う。さらに、操向ハンド
ル（１９）を約１１６度回転させると、旋回部材（２８）が最大出力になって旋回出力が
最高出力維持され、１３５度の切角範囲で機体中心速度が直進時の約４分の１に減速され
、旋回内側の走行クローラ（２）が逆転駆動され、左右走行クローラ（２）の間の旋回中
心回りに機体が旋回するスピンターン動作が行われ、左右走行クローラ（２）の左右幅だ
け旋回方向にずらせて機体を１８０度方向転換させるもので、ハンドル切角０度からハン
ドル切角１３５度の範囲で操向ハンドル（１９）を回転させて左または右方向の旋回操作
を行い、直進位置を中心とした左右１５度のハンドル（１９）回転範囲で未刈り穀稈（作
物）列に沿って移動する条合せ進路修正を、直進時の走行速度を維持し乍ら行うと共に、
左右１１６度乃至１３５度のハンドル（１９）回転により、旋回部材（２８）を最高出力
維持し乍ら、圃場枕地で機体を方向転換させて次作業工程に移動させるスピンターン動作
を、直進時の約４分の１の走行速度（減速率２５パーセント）に自動的に減速して行う。
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【００２６】
上記のように、左右走行クローラ（２）を同一方向に同一速度で駆動する変速部材（２５
）と、左右走行クローラ（２）を逆方向に同一速度で駆動する操向部材（２８）を設ける
クローラ作業車において、図６、図７のように、前記変速部材（２５）の変速量の変更を
検出する主変速センサ（５３）または左右車速センサ（６０）（６１）の一方または両方
の検出結果によって操向部材（２８）の操向量を自動的に変化させ、車速の変更だけで旋
回内側走行クローラ（２）と旋回外側走行クローラ（２）の速度差を変化させ、増速に伴
う旋回半径の拡大量だけ左右走行クローラ（２）の速度差を大きくする一方、減速に伴う
旋回半径の縮少量だけ左右走行クローラ（２）の速度差を小さくし、旋回半径を変化させ
ることなく車速を変更し、四輪自動車の車速増減速と略同様の運転感覚で走行クローラ（
２）の車速変更を行い、走行クローラ（２）の走行変速及び操向機能の向上などを図る。
【００２７】
また、変速部材（２５）の変速量である左右車軸（３６）の同一方向の増減速回転変化に
比例させて主変速センサ（５３）または左右車速センサ（６０）（６１）のいずれか一方
または両方の検出結果に基づき操向部材（２８）の操向量を前記コントローラ（６２）の
演算出力によって自動的に変化させ、操向操作が一定のとき、変速操作だけで、旋回半径
を一定に保って、車速を増減速変化させ、車速の変更に対して旋回内側走行クローラ（２
）の速度と旋回外側走行クローラ（２）の速度の比が一定に保たれ、走行クローラ（２）
の走行変速及び操向機能の向上並びに走行変速及び操向制御の簡略化などを図ると共に、
変速部材（２５）の変速量に対する操向部材（２８）の操向量の変化率（左右走行クロー
ラ（２）の車速比）を旋回感度設定器（５９）により変更自在に構成し、走行路面条件ま
たは本機重量の左右バランスなどにより、車速の変更に対する旋回内側走行クローラ（２
）と旋回外側走行クローラ（２）の速度比を変更し、走行クローラ（２）の横滑り低減並
びに本機の左右不均一重量による蛇行防止などを行い、走行クローラ（２）の左右旋回性
能の選択並びに左右旋回力の均等化などを図る。
【００２８】
また、車速を変更する変速操作によって主変速センサ（５３）または左右車速センサ（６
０）（６１）のいずれか一方または両方の検出結果に基づき操向部材（２８）の操向量を
自動的に変化させ、操向操作を行うことなく、旋回半径を略一定に保ち乍ら車速を変更し
、四輪自動車のアクセルペダルに近似した走行クローラ（２）の変速操作と旋回動作を行
わせ、走行クローラ（２）の車速制御及び操向制御機能の向上並びに変速操作及び操向操
作の簡略化などを図る。
【００２９】
また、副変速が同一位置の状態下で主変速用の変速部材（２５）を変更しても左右走行ク
ローラ（２）の旋回半径が略一定に保たれ、副変速が同一位置に維持される同一作業（同
一走行条件）で、作業者の操向感覚と実際の旋回半径を一致させ、車速及び操向制御の機
能向上並びに変速及び操向操作の簡略化などを図ると共に、左右走行クローラ（２）を駆
動する左右車軸（３６）の回転数と、操向ハンドル（１９）の操向操作量と、主変速レバ
ー（４２）の変速操作量とにより、左右走行クローラ（２）の駆動速度を決定させ、車軸
（３６）回転数と操向操作量と変速操作量の関係を実測値で求めて形成したデータに基づ
き、変速部材（２５）の変速量に関係なく、操向ハンドル（１９）の操作量と左右走行ク
ローラ（２）の旋回半径を一致させ、左右走行クローラ（２）の操向機能の向上などを図
る。
【００３０】
また、図９、図１０のように、操向部材（２８）の操向量の変更である左右車軸（３６）
の逆方向の回転変化によって操向角度センサ（５５）または左右車速センサ（６０）（６
１）のいずれか一方または両方の検出結果に基づき変速部材（２５）の変速量を自動的に
変化させ、旋回半径に比例して車速を自動的に減速または増速し、操向操作だけで旋回半
径に適した車速を得られ、操向操作の簡略化並びに変速及び操向制御機能の向上などを図
ると共に、変速部材（２５）による走行クローラ（２）変速制御が中立時に操向部材（２
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８）による走行クローラ（２）操向制御を直進状態に保ち、走行変速が中立の状態で走行
クローラ（２）を停止させているとき、操向部材（２８）が単独で操作されても、操向部
材（２８）による走行クローラ（２）の駆動を防止し、操向操作の簡略化並びに操向制御
機能の向上などを図る。
【００３１】
本実施例は上記の如く構成するもので、主変速センサ（５３）、副変速センサ（５４）、
操向角度センサ（５５）、減速感度設定器（５７）、旋回感度設定器（５９）、左右車速
センサ（６０）（６１）からコントローラ（６２）に入力させる。そして、副変速レバー
（４Ａ）が中立のときに旋回出力切制御を行って第２油圧モータ（２７）を停止維持し、
かつ操向クラッチ（４０）を切動作させると共に、副変速高速切換によって路上走行モー
ドで旋回制御を行い、副変速中速切換並びに副変速低速切換によって操向ハンドル（１９
）操作に基づき主変速減速制御及び操向制御を行わせるもので、主変速レバー（４２）が
中立のとき、旋回出力切制御によって第２油圧モータ（２７）の出力軸（５２）を停止さ
せ、かつ主変速制動制御によって第１油圧モータ（２４）の出力軸（３１）を停止させる
と共に、操向ハンドル（１９）が直進位置のとき、操向制動制御によって第２油圧モータ
（２７）の出力軸（５２）を停止させる。また、副変速が中速または低速で、主変速が中
立以外で、操向ハンドル（１９）が直進以外に操作されることにより、主変速センサ（５
３）入力と操向角度センサ（５５）入力によって走行速度（車速）及び操向角度及び操向
方向が演算されて決定され、主変速及び操向制御によって変速モータ（４３）及び操向モ
ータ（４７）を作動させ、図１１のように、左右走行クローラ（２）の駆動速度を変更し
て条合せ進路修正並びに圃場枕地でのスピンターンによる方向転換を行い、連続的に穀稈
を刈取って脱穀する収穫作業を行う。また、図１２及び図１３に示す如く、副変速レバー
（４Ａ）を操作して副変速機構（３２）を高速または標準（刈取作業）または低速に切換
えたとき、左右走行クローラ（２）の速度差が略一定に保たれ、車速が変更されると共に
、車速の変更にともなって左右走行クローラ（２）の旋回半径（Ｒ）も変化するもので、
操向ハンドル（１９）がスピンターン（１３５度）の位置で副変速高速走行のときに、左
右走行クローラ（２）の中心幅（Ｔ）と旋回半径（Ｒ）が略等しくなり、低速走行のとき
に中心幅（Ｔ）の約２分の１に旋回半径（Ｒ）が変化する。
【００３２】
また、前記手元操作部材（５６）によって減速感度設定器（５７）を操作することにより
、操向ハンドル（１９）の切れ角（操向量）に基づく変速部材（２５）の減速量の変化率
が変化するもので、走行抵抗が大きくスリップし易い湿田泥土路面走行（低速走行作業）
のとき、操向ハンドル（１９）の切れ角に対する減速変化率を小さくし、またはスピンタ
ーンが不要なときに減速変化率を零にすることにより、操向動作全域での車速の減速を少
なくし、または減速をなくして略一定車速とし、走行性能を確保する。一方、走行抵抗が
小さい乾田走行（高速走行作業）のとき、操向ハンドル（１９）の切れ角に対する減速変
化率を大きくすることにより、操向操作だけでスピンターンなどの方向転換を安定良く行
え、操向（方向転換乃至直進）操作に伴う車速減速操作及び車速復帰操作を省け、運転操
作の簡略化並びに取扱い操作性の向上などを図れる。
【００３３】
さらに、前記手元操作部材（５８）によって旋回感度設定器（５９）を操作することによ
り、主変速レバー（４２）の倒し角（変速量）に基づく操向部材（２８）の操向量の変化
率が変化するもので、主変速レバー（４２）の変速操作によって変更させる車速変化に対
し、左右走行クローラ（２）の車速差（操向量）を変化させて車速比を一定に保つことに
より、左右走行クローラ（２）の旋回半径が一定に保たれる。また、主変速レバー（４２
）の増速操作に対して左右走行クローラ（２）の車速差（操向量）の変化を小さくするこ
とにより、増速操作量に比例して左右走行クローラ（２）の旋回半径（Ｒ）が大きくなる
と共に、前記主変速レバー（４２）の増速操作に対して左右走行クローラ（２）の車速差
（操向量）の変化を大きくすることにより、増速操作量に比例して左右走行クローラ（２
）の旋回半径（Ｒ）が小さくなるから、旋回外側走行クローラ（２）のスリップが標準よ
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りも少ないときに旋回半径（Ｒ）が大きくなる設定を行う一方、旋回外側走行クローラ（
２）のスリップが標準よりも多いときに旋回半径（Ｒ）が小さくなる設定を行い、走行ク
ローラ（２）の実際のスリップ状況を判断してスリップによる旋回半径（Ｒ）の変化を修
正し、各種路面条件に対して実際の旋回半径（Ｒ）を一定維持すると共に、主変速レバー
（４２）の変速量に対する旋回半径（Ｒ）の変化量を選定し、主変速及び操向の各操作感
覚並びに変速及び旋回感度を作業条件または作業者などに適応させ、走行変速及び操向機
能の向上並びに取扱い操作性の向上などを図れる。
【００３４】
【発明の効果】
　以上実施例から明らかなように本発明は、左右走行クローラを同一方向に同一速度で駆
動する変速部材と、左右走行クローラを逆方向に同一速度で駆動する操向部材とを設けた
クローラ走行車において、変速部材の走行クローラ駆動出力を操向部材に伝達入力させて
操向部材を駆動するように構成し、主変速レバーの前後進切換により、変速部材の変速出
力軸の回転方向を正逆転させて操向部材の入力回転方向を正逆転させ、主変速レバーの前
後進操作によって操向ハンドルの左右回転に対して操向部材の左右旋回出力を逆とし、主
変速レバーの前後進切換による操向ハンドルの逆ハンドルを防止したもので、変速部材の
前後進切換操作によって変速出力を正転（または逆転）させたときに操向部材も正転（ま
たは逆転）し、前後進によって操向部材出力を反転させる制御を行うことなく、前後進の
いずれも同一操向操作方向を維持し得、運転操作性の向上並びに走行クローラ駆動制御の
簡略化などを容易に図り得るものである。
　また、四輪自動車と同様な運転感覚で操向及び変速の操作を行い得るものである。
【００３６】
また、操向部材（２８）の操向量の変更によって変速部材（２５）の変速量を自動的に変
化させるように構成したもので、旋回半径に比例して車速を自動的に減速または増速でき
、操向操作だけで旋回半径に適した車速を容易に得ることができ、操向操作の簡略化並び
に変速及び操向制御機能の向上などを容易に図ることができるものである。
【００３７】
また、操向ハンドル（１９）及び変速レバー（４２）の操作に基づき変速部材（２５）及
び操向部材（２８）を電気的に制御するコントローラ（６２）を設けたもので、操向ハン
ドル（１９）操作または変速レバー（４２）操作に基づき、前記変速部材（２５）と操向
部材（２８）を制御でき、走行変速動作による車速制御並びに操向動作による旋回制御の
機能向上などを容易に図ることができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】コンバインの側面図。
【図２】同平面図。
【図３】ミッションケースの説明図。
【図４】操向及び変速制御回路図。
【図５】操向ハンドルと操向及び変速操作出力の関係を示す出力線図。
【図６】操向ハンドルと操向操作出力の関係を示す出力線図。
【図７】操向ハンドル回転角度と操向部材出力の関係を示す出力線図。
【図８】左右走行クローラの旋回説明図。
【図９】操向ハンドルと変速操作出力の関係を示す出力線図。
【図１０】操向ハンドル回転角度と変速部材出力の関係を示す出力線図。
【図１１】操向及び主変速切換と走行クローラ回転の関係を示す出力線図。
【図１２】操向及び副変速切換と走行クローラ回転の関係を示す出力線図。
【図１３】副変速切換と旋回半径の変化を示す出力線図。
【符号の説明】
（２）　　走行クローラ
（１９）　操向ハンドル（操向具）
（２５）　変速部材
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（２８）　操向部材
（４２）　主変速レバー（変速具）
（６２）　変速操向コントローラ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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